
 

 

 

 

東日本大震災十五周年追悼について 

 
 

 
■ 日 時  令和８年３月１１日（水） 

    

■ 内 容  令和８年３月１１日で東日本大震災から１５年となります。 

当日は、本市におきましても市有施設で半旗の掲揚を行う他、震災により

お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、午後２時４６分から１分間

の黙とうについて、職員に勧奨するとともに市民の皆様にもご協力をお願い

します。 

なお、午後２時４６分に黙とうの合図として、消防サイレンの吹鳴を行い

ます。 

    

    

 

 

 

 

⑪住み続けられるまちづくりを⑰パートナーシップで目標を達成しよう⑰パートナーシップで目標を達成しよう

  【問い合わせ】 
共創企画部 防災・危機管理課 
防災・危機管理担当 
担当 井田、山田 
TEL 0277-46-1151 

令和8年3月10日 

共創企画部 防災・危機管理課 

東日本大震災十五周年追悼に伴い、市有施設における 

半旗の掲揚及び１分間の黙とうを実施いたします。 
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